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日時 : 平成 1 7 年 3 月 1 1 日 ( 金 ) 

1 0 : 0 0 ～ 1 2 : 0 0 

場所 : 経済産業省別館 ]1 Ⅱ 号 会議室 

議 事 次 第 

Ⅰ 開会 

2  議事 

・ 事務局資料説明 

・ 長谷川委員発表 

・ 討論 

  その他 

3  閉会 



ム
 
%
 

討
 

 
 す

回
 

Ⅲ
 
2
 

 
 

 
 

（
 

の
 

師
 

医
 

資 料 目 次 

資料Ⅰ 事務局提出資料 

資料 2 長谷川委員提出資料 

資料 3 前回の主な委員意見 ( 案 ) 



  

事務局提出資料 

0  地方における 医師養成の現状について                                                                                                       

0  医師の診療科 刑 年齢構成について                                                                                                                   

0  日米の地域別の 医師数の比較                                                                                                                               

0  日米の診療科別の 医師数の比較                                                                                                                         

0  医師の配置標準について                                                                                                                                           

キジ l 

4 

5 

6 

8 

0  医師・歯科医師・ 薬剤師調査について                                                                                                       l Ⅰ lll 



地方における 医師養成の現状について① 

都道府県別人口「 0 万 対 医学都入学定員数 ( 平成 15 年度 ) 

( 人口あ たり医師数の 高低 順 に並べたもの ) 
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綾葛東夷 鳥 福岡万能 長 青島和大大広菱山 佐 富麗官札 福兵群 茶山 栃宮滋 沖山杖 長 三愛檀君新 青 神神坂千坂 埼 
歌 児 海 去示 

島 加部 京取 岡山川木崎 川 根山 分 限局 媛口 貧血島崎 道井庫馬 良菜木賊 賀縄形 田野重 知島手潟 森岡小草葉 城玉 

Ⅹ平成 14 年医師・歯科 IE 師 ・薬剤師調査、 平成 12 年国勢調査より 
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地方における 医師養成の現状について② 

各都道府県人口 10 乃村医師国家試験合格者数 ( 本籍地肌 ) 

( 平成 16 年 第 Qs 回国家試験 ) 
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地方における 医師養成の現状について③ 

平成 15 年度腔双大学医学部医学科卒業者の 出身地 ( 全 89 名 ) 
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Ⅹ卒業生のうち、 医師国家試験準備中の 者と進路 矢 不明の者を除く。 

Ⅹ弘前大学ホームページより 
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医師の診療科刑年齢構成について 

各診療科における 45 ～ 54 歳の医師 数を Ⅰとした場合の 年齢別 E 師数 のと ヒ率 
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0 ・ 2 
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35 ～ 44   45-54 

Ⅹ平成「 4 年医師，歯科医師・ 薬剤師調査より 

55 ～ 64 65 歳以上 

Ⅰ ウ Ⅰ医療施設に 従 

車 する全医師 

一 Ⅰ 一 小児科 

一 凌 @ 産婦人科 

廿一 麻酔科 
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日米の地域別の 医師数の比較 

日米における 県 ( 州 ) 毎の人口 10 万 対 臨床医 数 
        

  

  
  

  

ナぎ       

米山 : 日本の各都道府県における 人口 10 万 対 臨床医 数 、 黒 : 米国の各州における 人口 10 万 対 臨床医 数 

Ⅹ平成 14 年医師・歯科医師・ 薬剤師調査、 U.S.censusBur<eau のホームページより 
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日米の診療科別の 医師数の比較① 

Ⅹ日本の診療科名は ，医療法において 広告することができると 定め 
  Dermatology @  9.814  l 皮膚科   7,628l られた診療科 名 。 
Physical@ Medicine@ & 

  6.604   
リハビリテーション 科 

Rehabi I@Station ( 理学診療科 )   1,456   

Preventive@ Medicine 6,49 Ⅰ 一 

p plastic@ Surgery 5,863  形成外科 lr650 
Thoraclc Su Ⅱ nge ト y 5,693 呼吸器覚科、 心臓血管外科 3,546 
Ai@ Iergy&Immunology 4,275 アレルギ一科 Ⅰ 86 
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|Golon@&@Rectal@ Surgery@ |@ 1,317@ |- 
  

Ⅹ米国の診療科名は、 American Boarnd of Medica@ Specialties が 

認定する 24 の基本領域。 
来日本と米国の 人口比は概ね 1 対 2.3 であ る。 

米 日本の診療科 刑 E 師数 : 平成 1 4 年医師・歯科医師・ 薬剤師調査の 

医療施設従事医師の 主たる診療科 右 より 
米 米国の診療科刑 E 師数 : ㎞ erican  Board  of  Med ㎏ a@  Specialties 

の 2004  ABMS  Annua@  Rep0rt  &  Referenoe  Handbook より 

来日米の診療科 名 が対応すると 考えられるものを 並べて示した。 

米 精神科は、 神経科、 神経内科を含む。 
米産婦人科は、 産科、 婦人科を含む。 
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日米の診療科別の 医師数の比較② 

4.O 

3.5 

3.O 

25 

20 

l.5 

1.0 

0 ． 5 

O.O 

脳神経覚科 整形外科 

米国の人口あ たり医師 数を 「とした場合の 日本の医師 数 

注 Ⅰ米国データは、 2004 年 6 月現在の専門医 数 ( 米国では医師の 約 9 割が専門医資格保有 )   
  
  

注 2 日本子 一タは 、 2002 年末現在の医師・ 歯科医師・薬剤師調査に 基づく「主たる 診療科 名 」   

注 3  米国で 困 ntemmalMedicine(l61,000 名 ) のほかに Family  Medicine(65,000 名 ) があ る。 これを 内 
  

科 に含めた場合は、 内科の日本の 対米国医師比率は 0 ・ 75 となる 
  
  
  

注 4 米国には、 Physician.sAssistant や NursePractitioner といった日本の 医師業務の一部を 
担っている職種がいることや、 診療科の分類が 両国で異なることから、 単純な比較は 困難。 

注 5 米国では、 診療科 刑の Board( 専門医認定委員会 ) が中心となって 専門医認定の 前提となるレジ 
  

ンプロ ム めている プロバラムのレジデント 数に制約があ るため新規参入医師は 
    

Ⅰ． 5 

0 ・ 5 

外科 胸部外科 内ホ 4 全臨床医 産婦人科 小児科 麻酔科 Family 

( 呼吸器覚科、 
Medicine 

心臓血管外科 ) 
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医師の配置標準について① 
医療法施行規則 第 19 条に基づく必要な 医師数の算定方法について 

，病院におけて 必要な医師数に 係る算定式 

精神病床および 療養病床の 
入院患者数 

3 
十 

精神病床及び 療養病床 
外来患者数 ①・ A が 52 までは 

以外の入院患者数 十 
2. 5 =@ A 医師 :3 人 

小数第 2 位以下切り捨て 
②・ A が 52 を超える場合には 

医師 56 一 「 +3 人 

[ 参 考 ] 

定 主我 

  療養病床 精神病床 感染症病床 結核病床 

精神疾患を有する 者を入院させるための 病床感染症 法に 規定する 

一類感染症、 二題 感 
染 症、 及び新感染症せるための 結核の患者を 病床 入院さ     

院 、 並びに大学附属病院 ] 

1
2
3
4
 

米
 
米
米
米
 

患者数は歯科 M 係の患者は除く。 
A に小数点以下の 端数が生じる 場合には、 端数処理は行わない。 

療養病床が全病床数の 50% を超える病院については、 別途算定式を 規定。 
結核病症については、 旧 医療法第 2 「 条第 Ⅰ 項 ただし書の規定により、 都道府県知事の 許可を受けていた 結核病床に置くべき 医師数に 
ついては経過措置が 規定されており、 平成 18 年 2 月 28 日までの間は「 40:1 」とされている。 
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[ 制度当初～ ] 

その他の病床     
[ 第 4 次医療法改正 ( 平成 1 2 年 ) 前 ] Ⅹ療養型病床群制度は、 平成 4 年の第 2 次医療法改正で 創設。 

その他の病床 

療養型 精神病床 感染症病床 結核病床 
病床群   

要 とする患者が 増加。 療養型病床群等の 諸 

制度が創設されたものの、 依然として様々な 病態の患者が 混在。 

１マ 

[ 第 4 次医療法改正 ( 平成 1 2 年 ) 後 ] 

一般病床 療養病床 精神病床 感染症病床 結核病床   
患者の病態にふさわしい 医療を提供 
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医師の配置基準について③ 
医師配置標準に 係る特例措置について 

]  改正の経緯 
へき地を含む 地域における 医師の確保等について、 関係省庁が十分に 連携して更に 積極的に取り 組むため、 厚生労働省、 

総務省、 文部科学 省 において設置した「地域医療に 関する関係省庁連絡会議」における 取りまとめを 踏まえ、 当面緊急に取 
り 組むべき施策として、 平成 1 6 年 8 月 2 7 日に公布・施行されたものであ る。 

2  改正の概要 
(1 ) 医師配置標準の 特例措置に係る 都道府県知事の 許可 

都道府県知事は・ 次の要件の全てに 該当する病院からの 申請により、 都道府県医療審議会の 意見を聞いて、 当該 病 
腕 に係る医師定員の 暫定的変更を 許可できるものとする。 
の へき地等 ( 注 1 ) を有する市町村又はこれに 準ずる市町村 ( 注 2) の区域内に所在すること 
② 地域医療に不可欠な 医療機関であ ること 

③ 医師確保の努力をしているが、 医師の確保が 相当程度困難と 認められること ( 医師配置標準に 対する充足率が 6 
0 % を下回っている 等 ) 

④ 医師確保・病院機能の 見直し等の計画が 策定されていること 

  注 ] ) ここでい う 「へき地等」とは 次に掲げる地域とする。 
イ 、 離島振興法の 規定により離島振興対策実施地域として 指定された離島の 地域 
口 、 辺地に係る公共的施設の 総合整備のための 財政上の特別措置等に 関する法律に 規定する辺地 
/ Ⅱ ， 山村振興法の 規定により振興山村として 指定された山村 
二 、 過疎地域自立促進特別法に 規定する過疎地域 

（ 注 2 ) 人口当たりの 医師 数 が全国平均を 下回っている 市町村 

(2) 医師配置標準の 特例措置 
(] ) の許可を受けた 病院については、 許可時から 3 年間、 特例的に、 当該病院の医師配置標準を 現行の算定式の 

9 0% 相当に緩和する。 

( 注 ) ただし、 医師 3 人 ( 療養病床数が 全病床数の 5 0% を超える病院については 2 人 ) という病院に 置くべき 

最低の員数については、 緩和しない。 
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医師・歯科医師・ 薬剤師調査について 

  調査の概要 ( 平成 1 4 年医師・歯科医師・ 薬剤師調査より 抜粋 ) 

0  調査の目的 

この調査は、 医師、 歯科医師及び 薬剤師について、 性、 年齢、 業務の種別、 従事場所及び 診療科 名 ( 薬剤師を除く。 ) 等に 

よる分布を明らかにし、 厚生労働行政の 基礎資料を得ることを 目的とするものであ り、 昭和 5 7 年までは毎年、 同年以降は 2 
年ごとに実施している。 

0  調査の対象及び 客体 
我が国に住所があ って、 医師法第 6 条第 3 項により届け 出た医師、 歯科医師法第 6 条第 3 項により届け 出た歯科医師及び 薬 

剤 師法第 9 条により届け 出た薬剤師の 各届出票を調査の 客体とした。 

参考 : 医師法 ( 昭和 2 3 年法律第 2 0 1 号 ) 第 6 条第 3 項 

医師は、 厚生労働省令で 定める 2 年ごとの年の 1 2 月 3 1 日現在における 氏名、 住所 ( 医業に従事する 者については、 更にその場所 ) その他屋 

                                        当該年の翌年の 1 月 15 日までに、 その住所地の 都道府県知事を 経由して厚生労働大臣に 届け出なければならない。 

[ l 「医師，歯科医師・ 薬剤師調査の 在り方に関する 研究一平成 ] 4 年度総括研究報告書 一 」 ( 平成 ] 4 年度厚生労働科学研究費 

補助金統計情報高度利用総合研究事業 主任研究者 近藤 健丈 度 鷹 義塾大学医学部客員教授 ) より抜粋 

0  医師・歯科医師・ 薬剤師調査の 個 票 データを使用した 届出率の推計 ( 抄 ) 
医師・歯科医師・ 薬剤師調査には 届出漏れが存在することが 知られているが、 その実態は明らかではない。 そこで本研究で 

は、 医師・歯科 E 師 ・薬剤師調査の 個 票 データを使用して、 医師、 歯科医師及び 薬剤師の届出率を 推計した。 
2000 年の医師・歯科医師・ 薬剤師調査において、 1955 年以降の登録者については、 生存率を補正しない 届出率は医師 87.08, 

拓 、 歯科医師 84.98% 、 薬剤師 71.58% であ り、 薬剤師の届出率は 医師、 歯科医師に比較して 低かった。 
また生存率を 補正した届出率は 医師 90.30% 、 歯科医師 87 Ⅰ 5% 、 薬剤師 72.98% であ り、 生存率を補正しない 届出率より 

高くなったが、 薬剤師は医師、 歯科医師に比較して 変化が少なかった。 
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